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会 員 各 位 

一般社団法人 全国住宅産業協会 

事務局 長   米 山 篤 史 

 
グリーン住宅ポイント制度における商品交換期間の追加（最終）の設定について 
（ご協力のお願い） 

 
国土交通省から標記について、協力依頼がありましたのでお知らせします。詳細は、別添

資料をご参照ください。 
記 

 
１．概  要  グリーン住宅ポイント制度について、令和４年２月１５日をもって商品  

交換の申込が締め切られたところですが、昨今の物流状況を背景に、交換 

商品事業者において予期しない商品の入荷遅れが生じ、従来の商品交換期 

間の終了間際に交換商品のキャンセルを受けた申請者が一定数発生してお 

ります。これらの方に生じる不利益を回避するため、下記のとおり、商品 

交換の期間が追加で設定されますので、お知らせします。 

 

＜商品交換期間の追加（最終）＞ 

令和４年２月２１日（月）１０時～２７日（日）２３時５９分５９秒 

 

２. 通知資料  グリーン住宅ポイント制度における商品交換期間の追加（最終）の設定に 

ついて（ご協力のお願い） 
（令和４年２月１６日事務連絡） 

  

３．参考ＨＰ  グリーン住宅ポイント事務局ホームページ 

        https://greenpt.mlit.go.jp 

 

４．問合せ先  （一社）全国住宅産業協会 担当:田島 

  ＴＥＬ ０３－３５１１－０６１１             以 上  

https://greenpt.mlit.go.jp/


事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 ２ 月 1 6 日 

 

住宅・建設関係団体 ご担当者様 

国土交通省住宅局住宅生産課 
 
 
 

グリーン住宅ポイント制度における商品交換期間の追加（最終）の設定について 

（ご協力のお願い） 

 

 

日頃より住宅生産行政に格別なるご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

グリーン住宅ポイント制度については、令和４年２月 15日をもって商品交換の申込が締め切ら

れたところですが、昨今の物流状況を背景に、交換商品事業者において予期しない商品の入荷遅れ

が生じ、従来の商品交換期間の終了間際に交換商品のキャンセルを受けた申請者が一定数発生して

おります。これらの方に生じる不利益を回避するため、下記のとおり、商品交換の期間が追加で設

定されますので、お知らせします。 

 

 

＜商品交換期間の追加（最終）＞ 

令和４年 2月 21日（月）10時 ～ 27日（日）23時 59分 59秒 

 

 

対象となる方（1000ポイント以上のポイント保有者）には通知を発送する予定ですが、当該制度

を代理申請者として利用された方は、まだポイントを保有している住宅取得者等に対し、当該期間

に必ず商品の交換を完了していただくよう周知をお願い致します。 

なお、当該期間の交換商品は、在庫の確保が確実なものに限定しているため、従来の交換期間よ

り少ない場合があります。予めご了承ください。 
 

制度に関するお問い合わせは、グリーン住宅ポイント事務局までお願いいたします。 

 

（参考）グリーン住宅ポイント事務局ホームページ 

https://greenpt.mlit.go.jp 

  

≪本事務連絡に関するお問い合わせ先≫ 

 国土交通省住宅局住宅生産課 

   電話：０３－５２５３－８１１１（代表）、０３－５２５３－８５１０（夜間直通） 

   担当：住宅ｽﾄｯｸ活用・ﾘﾌｫｰﾑ推進官 松本 潤朗（内線３９４６３） 

                 係長 池本 裕一（内線３９４７１） 

 

 

＜グリーン住宅ポイント制度に関するお問い合わせ先＞ 
グリーン住宅ポイント事務局 コールセンター 
電話：０５７０－５５０－７４４（IP電話等からの問い合わせは０４２－３０３－１４１４） 

受付時間：９：００～１７：００ （土、日、祝日を含む。） 

https://greenpt.mlit.go.jp/
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